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都市再開発の方針の変更（千葉県決定）について

１．再開発の目的

３．地区別の方針

都市再開発の方針図
(H28.3月)
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都市の再開発は、都市の景観や経済、社会的環境の向上を目指すもので、地域の魅
力や活力を高めることが期待されます。

過密な都市の再開発は、土地の効率的な利用や持続可能な地区へと推進する為、都
市基盤の整備、防災性の向上、業務、商業、住居、文化などの多様な機能の適正な配
置を図り、都市機能の更新や都市の再生を行うものです。
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２．都市再開発の方針とは

都市再開発の方針は、市街地における再開発の目標や既成市街地の各種施策を長期的
かつ総合的に体系付けたマスタープランです。

本方針は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針などと共に、土地利用、都市計
画道路、市街地開発事業などの個別の都市計画の上位に位置付けられています。

決定権者である千葉県が令和７年度に本方針の見直しを予定しており、今年度に千葉
県が定める予定である「都市再開発の方針見直しマニュアル（案）」に基づき、市川市
における都市再開発の方針の見直しに着手します。

【再開発の目標】

都市計画区域
マスタープラン

（県） ※

都市再開発の方針
（県） ※

整合・連携

都市計画区域ごとにその都市計画の目標等の基本方針を示す
もの。
市川市は市全域が都市計画区域となっている。

（都市計画法第6条の2）

都市計画区域マスタープランと整合を図りつつ、市街地再開
発事業等による市街地の再整備について、より具体的な方針
として示すもの。

（都市再開発法第2条の3）

※千葉県が定める計画だが、市で案を作成し千葉県に申し出を行う。（都市計画法第15条の2①）

既成市街地において「土地の合理的な高度利用を図るべき市街地」「都市環境の
向上を図るべき市街地」などから、八幡地区など１０地区（約１，０３６ｈａ）
を計画的な再開発が必要な市街地（１号市街地）としています。

上記「１号市街地」のうち、特に再開発が望ましい等のため、今後、再開発の機
運の醸成を図るなどにより、再開発を誘導すべき地区として京成八幡駅北口地区
など３地区を「誘導地区」として位置付けています。

上記「１号市街地」のうち、再開発の必要性やその効果が大きい本八幡駅北
口地区、市川駅周辺地区及び塩浜Ａ地区の３地区（約５９ｈａ）を、特に一
体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区(２項再開発促進地区)と
して位置付けています。

都市計画区域

市街化区域
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２項再開発促進地区

市街化調整区域
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